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避難について
避 難 行 動 の 種 類

避 難 の 心 得

災 害 時 の 要 配 慮 者 へ の 支 援

避 難 所 の 運 営 方 針

避 難 所 生 活 の 心 得

立ち退き避難（水平避難） 屋内安全確保（垂直避難）
避難者による自主的な運営が基本です

自宅内の
高い場所へ避難

夜間に
大雨が
予想される
場合は

崖や山から
離れた部屋へ避難

安全な場所まで
立ち退き避難

明るい
時間帯での
予防的避難を
心がけて
ください。

避難者を中心にした避難所
運営組織をつくり、自治体職
員や施設職員（学校教職員
など）の協力のもとに自主的
な避難所運営に当たります。

地域全体の支援拠点として機能します
避難所の避難者だけでなく地域で在宅避難、車中泊、テン
ト泊している人に対してもさまざまな支援を提供します。
健康管理、物資供給、情報提供などの各種支援を通して、地
域全体の生活再建を目指します。

誰にとっても優しい避難所を目指します
女性、子ども、高齢者、性的少数
者、障がいのある人などの多様
な意見を踏まえた避難所運営
を行うため、避難所運営組織の
役員には性別にかかわらず参
画するように配慮します。

在宅避難

車中泊避難

在宅避難
自宅建物に倒壊などの危険がないため、在宅避難する際には、ライフラインが停止することを想定し
て、できれば1週間分の食料・飲料水、カセットコンロなどの燃料、簡易トイレなどの備えが必要です。

車中泊避難 車中泊避難は、プライバシーの確保、エアコン完備、ラジオからの情報入手などの利点もある一方
で、エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒など、健康上の危険にも十分注意する必要があります。

●2階の床面（3m）以上の浸水が
予想される場合
●土砂災害による家屋倒壊などの
おそれがある場合

●予想される浸水が2階の
床面（3m）未満の場合

●屋外への避難がかえって
危険な場合

●「避難しよう」と判断する
のはあなた自身です。避
難することで助かるのは、
「あなたの命」であること
を強く認識してください。

●実際に災害が発生せず、避
難したことが「空振り」に
終わったとしても、「被害
がなくて幸運だった」と前
向きに受け止めましょう。 

●過去の災害で大丈夫
だったからといって安
心できません。過去より
悪い方向に状況が進む
場合があります。

●避難所への避難だけで
はなく、近所の安全な
場所や高い場所への避
難も避難行動のひとつ
です。

こ
こ
が
ポ
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ト
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電気のブレーカーを落
とし、ガスなどの元栓
を閉め、親類や知人な
どに避難することを連
絡しておきましょう。

●避難する前に

近所に一人暮らしの高齢者や病気の
人がいる場合は、声を掛け合って一緒
に避難しましょう。

●一人暮らしの高齢者などには
　気配りを電話が通じなくなるこ

とを想定し、SNSなど
の連絡手段を複数用意
しましょう。熊本地震で
は、SNSは有効でした。

●災害用伝言板･SNSで連絡する

車での避難は緊急車両
の通行の妨げになり、
交通渋滞を招きます。
特別な場合を除き徒歩
で避難しましょう。

●車での避難は控えて

避難に関する情報が発
表されたら、速やかに
避難しましょう。避難の
際には警察・消防など
の指示に従いましょう。

●速やかに避難しましょう

○話すときは、口をハッキリと開け、
相手にわかりやすいようにする。

○手話、筆談、身振りなどの方法で
正確な情報を伝える。

●耳の不自由な人

○背負う（または担架、リア
カーなどを利用する）などし
て安全な場所まで避難する。
○複数の介助者で対応する。

●高齢者・病気の人
○どのように介助したらい
いか、本人に確認する。
○階段では2人以上が必要。
○上りは前向き、下りは後ろ向きに移動する。

●車いすを利用している人

○声をかけ、情報を伝える。
○誘導する場合は、杖を持った方の手
には触れず、ひじのあたりを軽く持っ
てもらい、半歩前をゆっくり歩く。

●目の不自由な人

高齢者や障がいのある人など、災害時において特に配慮を要する人は、地域のみなさんの支援が必要です。

避難所の生活では、ほかの人の居住スペースに立ち入ったり、のぞいたり、
大声を上げたり、決められた場所以外で喫煙するのはマナー違反です。
ルールを守り、避難者もできる範囲で役割分担をして助け合いながら生活しましょう。

ペットの管理

避難所ごとにペットの受入れ方や条
件が異なります。ペットを連れて避難
する場合は、避難所のルールに従っ
て、飼い主が責任を持ちましょう。

■女性専用スペースの確保
　（着替え・授乳・洗濯場所など）
■女性担当者による物資の配布
■犯罪や暴力の防止 など

女性への配慮

女性の視点を
活かした避難
所運営を行い
ましょう。

要配慮者への配慮

誰もが安心して
避難生活が送れ
るよう、多様な
人に配慮したス
ペース作りに心
がけましょう。

■乳幼児スペース  ■福祉スペース
■多目的スペース  ■情報コーナー  など

避難所到着後の例

避難所生活における配慮

避難所での
マナーとルール
避難所での
マナーとルール

避難所に到着したら、住所･氏名･連絡
先を申告し、できるだけ隣近所の人や地
域ごとにまとまって過ごすようにしま
す。帰宅困難者はその旨を申告します。

連絡先などの申告1

お互いに協力し合って避難所を運営し
なければならないことも多くありま
す。受付や炊き出しなど、割り当てられ
た係の仕事はしっかり行いましょう。

2 役割分担

急激な環境変化で体調を崩さない
ように心がけましょう。トイレの清
掃やゴミ捨て当番などを決めて衛
生管理をしましょう。

体調管理･衛生管理3
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